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○

金
融
商
品
債
務
引
受
業
の
対
象
取
引
か
ら
除
か
れ
る
取
引
及
び
貸
借
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
三
年
金
融
庁
告
示
第
百
五
号
）

改

正

案

現

行

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
一
条
の

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
一
条
の

十
八
の
二
及
び
第
一
条
の
十
九
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
商
品
債
務
引
受

十
八
の
二
及
び
第
一
条
の
十
九
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
商
品
債
務
引
受

業
の
対
象
取
引
か
ら
除
か
れ
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
取
引
及
び
貸
借
を
次
の

業
の
対
象
取
引
か
ら
除
か
れ
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
取
引
及
び
貸
借
を
次
の

よ
う
に
定
め
、
公
布
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
適
用
す
る

よ
う
に
定
め
、
公
布
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
適
用
す
る

。

。

金
融
庁
長
官

畑
中
龍
太
郎

金
融
庁
長
官

畑
中
龍
太
郎

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
外
国
清
算
機
関
」
と
は
、
外
国
の
法
令
に
準
拠

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
外
国
清
算
機
関
」
と
は
、
外
国
の
法
令
に
準
拠

し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
外
国
に
お
い
て
金
融
商
品
債
務
引
受
業
（
金
融
商
品

し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
外
国
に
お
い
て
金
融
商
品
債
務
引
受
業
（
金
融
商
品

取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

と
同
種
類
の
業
務
を
行
う
者
（
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
に
つ
き
、
当
該
外
国
の

と
同
種
類
の
業
務
を
行
う
者
（
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
に
つ
き
、
当
該
外
国
の

法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
法
第
百
五
十
六
条
の
二
の
免
許
と
同

法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
法
第
百
五
十
六
条
の
二
の
免
許
と
同

種
類
の
免
許
又
は
こ
れ
に
類
す
る
許
可
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
受
け
て
い
る
者

種
類
の
免
許
又
は
こ
れ
に
類
す
る
許
可
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
受
け
て
い
る
者

に
限
る
。
）
を
い
う
。

に
限
る
。
）
を
い
う
。

２

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
対
象
外
国
清
算
機
関
」
と
は
、
外
国
清
算
機
関
の
う

２

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
対
象
外
国
清
算
機
関
」
と
は
、
外
国
清
算
機
関
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
国
に
お
い
て
金
融
商
品
債
務
引
受
業
と
同
種
類
の
業
務
を
行

ち
、
次
に
掲
げ
る
国
に
お
い
て
金
融
商
品
債
務
引
受
業
と
同
種
類
の
業
務
を
行

う
者
（
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
に
つ
き
、
当
該
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該

う
者
（
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
に
つ
き
、
当
該
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該

国
に
お
い
て
法
第
百
五
十
六
条
の
二
の
免
許
と
同
種
類
の
免
許
又
は
こ
れ
に
類

国
に
お
い
て
法
第
百
五
十
六
条
の
二
の
免
許
と
同
種
類
の
免
許
又
は
こ
れ
に
類
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す
る
許
可
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。

す
る
許
可
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。

一

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

一

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

二

グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

二

グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

３

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
指
定
外
国
清
算
機
関
」
と
は
、
外
国
清
算
機
関
の
う

３

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
指
定
外
国
清
算
機
関
」
と
は
、
対
象
外
国
清
算
機
関

ち
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

の
う
ち
、
エ
ル
シ
ー
エ
イ
チ
ク
リ
ア
ネ
ッ
ト
リ
ミ
テ
ッ
ド
を
い
う
。

一

エ
ル
シ
ー
エ
イ
チ
ク
リ
ア
ネ
ッ
ト
リ
ミ
テ
ッ
ド

（
新
設
）

二

コ
リ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ

（
新
設
）

４

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
外
国
清
算
機
関
清
算
参
加
者
」
と
は
、
外
国
清
算
機

４

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
外
国
清
算
機
関
清
算
参
加
者
」
と
は
、
外
国
清
算
機

関
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
外
国
清
算
機
関
の
行
う
金
融
商
品
債
務
引

関
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
外
国
清
算
機
関
の
行
う
金
融
商
品
債
務
引

受
業
と
同
種
類
の
業
務
の
直
接
の
相
手
方
と
な
る
資
格
を
与
え
ら
れ
た
者
を
い

受
業
と
同
種
類
の
業
務
の
直
接
の
相
手
方
と
な
る
資
格
を
与
え
ら
れ
た
者
を
い

う
。

う
。

５

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
対
象
有
価
証
券
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う

５

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
対
象
有
価
証
券
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う

。

。

一

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
一
号

一

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
で
あ
っ
て
、
法
第
二

二

前
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
で
あ
っ
て
、
法
第
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の

（
金
融
商
品
債
務
引
受
業
の
対
象
取
引
か
ら
除
か
れ
る
取
引
）

（
金
融
商
品
債
務
引
受
業
の
対
象
取
引
か
ら
除
か
れ
る
取
引
）

第
二
条

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
次
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一

第
二
条

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
次
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一

条
の
十
八
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
は
、
取
引
の
規
模

条
の
十
八
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
は
、
取
引
の
規
模

等
に
鑑
み
、
当
該
取
引
に
基
づ
く
債
務
の
不
履
行
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も

等
に
鑑
み
、
当
該
取
引
に
基
づ
く
債
務
の
不
履
行
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も

、
当
該
取
引
の
当
事
者
で
あ
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
対
象
業
者
（
法
第
二
条

、
当
該
取
引
の
当
事
者
で
あ
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
対
象
業
者
（
法
第
二
条
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第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
対
象
業
者
を
い
う
。
以
下
こ

第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
対
象
業
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
財
務
内
容
の
健
全
性
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
な
い

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
財
務
内
容
の
健
全
性
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
な
い

と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
対
象

と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
対
象
外
国
清
算
機

外
国
清
算
機
関
が
金
融
商
品
債
務
引
受
業
と
同
種
類
の
業
務
と
し
て
引
受
け
、

関
が
金
融
商
品
債
務
引
受
業
と
同
種
類
の
業
務
と
し
て
引
受
け
、
更
改
そ
の
他

更
改
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
負
担
す
る
債
務
の
起
因
と
な
っ
て
い
る
取
引
の
う

の
方
法
に
よ
り
負
担
す
る
債
務
の
起
因
と
な
っ
て
い
る
取
引
の
う
ち
、
内
外
の

ち
、
内
外
の
市
場
の
状
況
に
照
ら
し
て
、
金
融
商
品
債
務
引
受
業
の
対
象
取
引

市
場
の
状
況
に
照
ら
し
て
、
金
融
商
品
債
務
引
受
業
の
対
象
取
引
（
法
第
二
条

（
法
第
二
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
対
象
取
引
を
い
う
。
）
か
ら
除
か
れ
る

第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
対
象
取
引
を
い
う
。
）
か
ら
除
か
れ
る
取
引
と
し
て

取
引
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
、
決
済
の
安
定
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
適
当
で

指
定
す
る
こ
と
が
、
決
済
の
安
定
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
適
当
で
あ
る
と
認
め

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

ら
れ
る
も
の
と
し
て
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

。一

外
国
清
算
機
関
が
金
融
商
品
債
務
引
受
業
と
同
種
類
の
業
務
と
し
て
引
受

一

外
国
清
算
機
関
が
金
融
商
品
債
務
引
受
業
と
同
種
類
の
業
務
と
し
て
引
受

け
、
更
改
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
負
担
す
る
債
務
の
起
因
と
な
っ
て
い
る
法

け
、
更
改
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
負
担
す
る
債
務
の
起
因
と
な
っ
て
い
る
法

第
二
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
（
外
国
又
は
外
国
法
人
の
信
用

第
二
条
第
二
十
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
取
引
（
外
国
又
は
外
国
法
人
の
信
用

状
態
に
係
る
事
由
又
は
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す

状
態
に
係
る
事
由
又
は
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す

る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）
第
二
十
条
に
規
定
す
る
事

る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）
第
二
十
条
に
規
定
す
る
事

由
（
外
国
又
は
外
国
法
人
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
同
号
に
規
定
す
る
事

由
（
外
国
又
は
外
国
法
人
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
同
号
に
規
定
す
る
事

由
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
の
相
手
方
と
な
る
金
融
商
品
債
務
引

由
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
の
相
手
方
と
な
る
金
融
商
品
債
務
引

受
業
対
象
業
者
が
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
当
該
業
務
の
相

受
業
対
象
業
者
が
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
当
該
業
務
の
相

手
方
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）

手
方
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）

イ

当
該
外
国
清
算
機
関
の
外
国
清
算
機
関
清
算
参
加
者
（
金
融
商
品
債
務

イ

当
該
外
国
清
算
機
関
の
外
国
清
算
機
関
清
算
参
加
者
（
金
融
商
品
債
務

引
受
業
対
象
業
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

引
受
業
対
象
業
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
自
己
の
代
理
人
と
し
て
、
自
己
の
債
務
を
当
該
外
国
清
算
機
関
に
負
担

を
自
己
の
代
理
人
と
し
て
、
自
己
の
債
務
を
当
該
外
国
清
算
機
関
に
負
担

さ
せ
る
方
法

さ
せ
る
方
法
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ロ

当
該
外
国
清
算
機
関
の
外
国
清
算
機
関
清
算
参
加
者
に
自
己
の
債
務
を

ロ

当
該
外
国
清
算
機
関
の
外
国
清
算
機
関
清
算
参
加
者
に
自
己
の
債
務
を

い
っ
た
ん
負
担
さ
せ
た
上
で
、
当
該
債
務
を
当
該
外
国
清
算
機
関
に
負
担

い
っ
た
ん
負
担
さ
せ
た
上
で
、
当
該
債
務
を
当
該
外
国
清
算
機
関
に
負
担

さ
せ
る
方
法

さ
せ
る
方
法

二

対
象
外
国
清
算
機
関
が
金
融
商
品
債
務
引
受
業
と
同
種
類
の
業
務
と
し
て

二

対
象
外
国
清
算
機
関
が
金
融
商
品
債
務
引
受
業
と
同
種
類
の
業
務
と
し
て

引
受
け
、
更
改
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
負
担
す
る
債
務
の
起
因
と
な
っ
て
い

引
受
け
、
更
改
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
負
担
す
る
債
務
の
起
因
と
な
っ
て
い

る
対
象
有
価
証
券
の
売
買

る
対
象
有
価
証
券
の
売
買

三

指
定
外
国
清
算
機
関
の
う
ち
前
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
金
融
商

三

指
定
外
国
清
算
機
関
が
金
融
商
品
債
務
引
受
業
と
同
種
類
の
業
務
と
し
て

品
債
務
引
受
業
と
同
種
類
の
業
務
と
し
て
引
受
け
、
更
改
そ
の
他
の
方
法
に

引
受
け
、
更
改
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
負
担
す
る
債
務
の
起
因
と
な
っ
て
い

よ
り
負
担
す
る
債
務
の
起
因
と
な
っ
て
い
る
次
に
掲
げ
る
取
引

る
次
に
掲
げ
る
取
引

イ

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
当
事
者
が
あ
ら
か
じ

イ

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
当
事
者
が
あ
ら
か
じ

め
約
定
す
る
金
融
指
標
（
金
融
商
品
（
同
条
第
二
十
四
項
第
三
号
及
び
第

め
約
定
す
る
金
融
指
標
（
金
融
商
品
（
同
条
第
二
十
四
項
第
三
号
及
び
第

五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
利
率
に
限
る
。
）
と
将
来
の
一
定
の

五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
利
率
に
限
る
。
）
と
将
来
の
一
定
の

時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
金
融
指
標
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金

時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
金
融
指
標
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金

銭
（
円
建
て
の
も
の
を
除
く
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
授
受
を
約
す
る

銭
（
円
建
て
の
も
の
を
除
く
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
授
受
を
約
す
る

も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
の

も
の
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
の

相
手
方
と
な
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
対
象
業
者
が
、
次
に
掲
げ
る
い
ず

相
手
方
と
な
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
対
象
業
者
が
、
次
に
掲
げ
る
い
ず

れ
か
の
方
法
に
よ
り
当
該
業
務
の
相
手
方
と
な
る
も
の

れ
か
の
方
法
に
よ
り
当
該
業
務
の
相
手
方
と
な
る
も
の

⑴

当
該
指
定
外
国
清
算
機
関
の
外
国
清
算
機
関
清
算
参
加
者
を
自
己
の

⑴

当
該
指
定
外
国
清
算
機
関
の
外
国
清
算
機
関
清
算
参
加
者
を
自
己
の

代
理
人
と
し
て
、
自
己
の
債
務
を
当
該
指
定
外
国
清
算
機
関
に
負
担
さ

代
理
人
と
し
て
、
自
己
の
債
務
を
当
該
指
定
外
国
清
算
機
関
に
負
担
さ

せ
る
方
法

せ
る
方
法

⑵

当
該
指
定
外
国
清
算
機
関
の
外
国
清
算
機
関
清
算
参
加
者
に
自
己
の

⑵

当
該
指
定
外
国
清
算
機
関
の
外
国
清
算
機
関
清
算
参
加
者
に
自
己
の

債
務
を
い
っ
た
ん
負
担
さ
せ
た
上
で
、
当
該
債
務
を
当
該
指
定
外
国
清

債
務
を
い
っ
た
ん
負
担
さ
せ
た
上
で
、
当
該
債
務
を
当
該
指
定
外
国
清

算
機
関
に
負
担
さ
せ
る
方
法

算
機
関
に
負
担
さ
せ
る
方
法
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ロ

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
（
当
事
者
が
元
本
（
円

ロ

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
（
当
事
者
が
元
本
（
円

建
て
の
も
の
を
除
く
。
）
と
し
て
定
め
た
金
額
に
つ
い
て
当
事
者
の
一
方

建
て
の
も
の
を
除
く
。
）
と
し
て
定
め
た
金
額
に
つ
い
て
当
事
者
の
一
方

が
相
手
方
と
取
り
決
め
た
利
率
又
は
市
場
金
利
の
約
定
し
た
期
間
に
お
け

が
相
手
方
と
取
り
決
め
た
利
率
又
は
市
場
金
利
の
約
定
し
た
期
間
に
お
け

る
変
化
率
（
以
下
「
利
率
等
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
金
銭
を
支
払
い

る
変
化
率
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
利
率
等
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
金

、
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
と
取
り
決
め
た
利
率
等
に
基
づ
い
て
金
銭
を

銭
を
支
払
い
、
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
と
取
り
決
め
た
利
率
等
に
基
づ

支
払
う
こ
と
を
相
互
に
約
す
る
も
の
（
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
に
支
払

い
て
金
銭
を
支
払
う
こ
と
を
相
互
に
約
す
る
も
の
（
当
事
者
の
一
方
が
相

う
金
銭
と
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
支
払
う
金
銭
と
が
同
一
の
通
貨
建

手
方
に
支
払
う
金
銭
と
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
支
払
う
金
銭
と
が
同

て
の
も
の
に
限
る
。
）
）
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
の
相
手
方
と
な
る
金
融

一
の
通
貨
建
て
の
も
の
に
限
る
。
）
）
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
の
相
手
方

商
品
債
務
引
受
業
対
象
業
者
が
、
イ
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
当

と
な
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
対
象
業
者
が
、
イ
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
方

該
業
務
の
相
手
方
と
な
る
も
の

法
に
よ
り
当
該
業
務
の
相
手
方
と
な
る
も
の

四

指
定
外
国
清
算
機
関
の
う
ち
前
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
金
融
商

（
新
設
）

品
債
務
引
受
業
と
同
種
類
の
業
務
と
し
て
引
受
け
、
更
改
そ
の
他
の
方
法
に

よ
り
負
担
す
る
債
務
の
起
因
と
な
っ
て
い
る
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
五
号

に
掲
げ
る
取
引
（
当
事
者
が
元
本
（
韓
国
ウ
ォ
ン
建
て
の
も
の
に
限
る
。
）

と
し
て
定
め
た
金
額
に
つ
い
て
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
と
取
り
決
め
た
利

率
等
に
基
づ
い
て
金
銭
を
支
払
い
、
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
と
取
り
決
め

た
利
率
等
に
基
づ
い
て
金
銭
を
支
払
う
こ
と
を
相
互
に
約
す
る
も
の
（
当
事

者
の
一
方
が
相
手
方
に
支
払
う
金
銭
と
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
支
払
う

金
銭
と
が
韓
国
ウ
ォ
ン
建
て
の
も
の
に
限
る
。
）
）

（
金
融
商
品
債
務
引
受
業
の
対
象
取
引
か
ら
除
か
れ
る
貸
借
）

（
金
融
商
品
債
務
引
受
業
の
対
象
取
引
か
ら
除
か
れ
る
貸
借
）

第
三
条

令
第
一
条
の
十
九
第
二
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の

第
三
条

令
第
一
条
の
十
九
第
二
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の

は
、
対
象
外
国
清
算
機
関
が
金
融
商
品
債
務
引
受
業
と
同
種
類
の
業
務
と
し
て

は
、
対
象
外
国
清
算
機
関
が
金
融
商
品
債
務
引
受
業
と
同
種
類
の
業
務
と
し
て
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引
受
け
、
更
改
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
負
担
す
る
債
務
の
起
因
と
な
っ
て
い
る

引
受
け
、
更
改
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
負
担
す
る
債
務
の
起
因
と
な
っ
て
い
る

対
象
有
価
証
券
の
貸
借
と
す
る
。

対
象
有
価
証
券
の
貸
借
と
す
る
。


